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一般社団法人北海道町内会連合会共済規程 

 

平成１８年５月３１日制定 

平成２０年５月２８日改正 

 平成２１年５月２９日改正 

平成２７年５月２７日改正 

 

 

第１章  総    則 

（設  置） 

第１条  この規程は、一般社団法人北海道町内会連合会（以下「道町連」という）定款第３条に基づき、町内

会会員の共済見舞金に関する事項を定める。      

（目  的） 

第２条  この事業は町内会・自治会々員の相互扶助の精神に則り、会員が町内会・自治会等（以下「町内

会」という）の行事等を企画、準備し、地域の向上、住民福祉のため活動している最中、不慮の傷害

（死亡も含む）事故がおきたとき、見舞金を支給することを目的とする。 

（事  業） 

第３条  この事業は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

（１）町内会活動の「事故」に対する安全思想の普及 

（２）町内会活動中の「事故」に対する見舞金の支給 

（３）その他、この規程の目的達成に必要な事業 

 

第２章  加    入 

（会  員） 

第４条  この会員は、一般社団法人北海道町内会連合会共済規程の趣旨に賛同し、会費を納めたものをも

って構成する。 

２  前項にいう会員とは原則として世帯主とする。但し、町内会役職名により加入することができる。 

（会  費） 

第５条  会員は、会費として年額２００円を納入するものとする。但し、納入された会費はどのような理由があ

っても返還しない。 

（申  込） 

第６条  この共済に加入しようとするときには、市区町村町内会連合会、あるいは地区別町内会連合会が単

位町内会ごとにとりまとめて「加入申込書」（様式第１号）と「加入者名簿」（様式第２号－１・２）に会費を

添えて申込むものとする。但し、準会員の場合は単位町内会が申込むこととする。 

２  年度途中の加入については第１項の定めに準じて加入手続きをしなければならない。 

３  町内会役職名により加入したものが会員権利の有効期間内に変更した場合は「加入者変更届」（様式

第３号）を提出し、加入者の変更手続きをしなければならない。 

（権利発生と喪失） 

第７条  会員の権利は、単位町内会が加入者をとりまとめ、加入者名簿を添えて会費を市区町村町内会連

合会、あるいは地区別町内会連合会に納入した翌日から発生する。但し、準会員の場合は一般社団



 2 

法人北海道町内会連合会に加入者名簿を添えて会費を納入した翌日からとする。 

２  会員の権利は、有効期間満了の翌日から消滅する。但し、町内会役職名により加入したものは、役職

を終えた翌日から消滅し、後任者がその残任期間の権利を引き継ぐ。 

３  共済期間は、当該年度の４月１日から３月３１日までとし、年度途中の加入については権利発生日から

３月３１日までとする。 

４  次の各号に掲げる事由が生じた場合は、会員権利が喪失する。 

（１）会員が他市区町村へ転居した場合 

（２）会員が死亡した場合 

（３）会費を納入しない場合 

（４）町内会役職名により加入したものがその役職を終えた場合 

 

第３章  運 営 委 員 会 

（運営委員会） 

第８条  この共済の運営に関する事項を審議するために運営委員会をおく。 

２  運営委員は、一般社団法人北海道町内会連合会理事若干名をもってこれにあたる。 

３  運営委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４  運営委員会に関する必要な事項は別に定める。 

 

第４章  審 査 委 員 会 

（審査委員会） 

第９条  この共済における適正な見舞金の支給をはかるために審査委員会をおく。 

２  審査委員は、学識経験者および一般社団法人北海道町内会連合会理事のうちから運営委員会には

かって一般社団法人北海道町内会連合会会長が委嘱する。 

３  審査委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４  審査委員会に関する必要な事項は別に定める。 

 

第５章  業  務 

（見舞金の支給） 

第１０条  会員が道内における町内会の行事、事業計画に基づいた活動中に生じた「事故によるけが、死亡、

後遺障害」に対して見舞金を支給する。 

（見舞金の種類および額） 

第１１条  見舞金は「傷害見舞金」「死亡見舞金Ａ」「死亡見舞金Ｂ」｢後遺障害見舞金｣とする。 

２  「傷害見舞金」の支給額は、治療のために被害者が実際に負担した医療費のほかに医師の指示によ

る薬代と補装具代とする。但し、「傷害見舞金」の支給限度額を１０万円とする。 

３  「死亡見舞金Ａ」は、活動中における、外因・外傷の事故による死亡に対して支給する。支給額は

2,000,000円とし、事故発生後１８０日以内に死亡の場合とする。「死亡見舞金Ｂ」は、死亡見舞金Ａに該

当しない、活動中の死亡に対して支給する。支給額は 100,000 円とし、事故発生後２４時間以内に死亡

の場合とする。 

４  「後遺障害見舞金」の支給額は、北海道町内会連合会が団体契約する損害保険会社の普通傷害保

険約款に基づき、後遺障害の程度により 2,000,000円を限度とする。但し、事故発生後１８０日以内に生
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じた場合とする。 

５  「死亡見舞金Ａ」と「後遺障害見舞金」は、北海道町内会連合会が団体契約する損害保険会社から支

給する。 

６  医師等の診断書（証明）に必要な経費については一事故 5,000円を限度に実費支給する。但し、通院

５日以内に治ゆした事故の場合は除く。本共済における医師等とは、医師、歯科医師、柔道整復師を

いう。 

 

（見舞金の請求） 

第１２条  見舞金の支給申請は、「市町村町内会連合会長、あるいは地区別町内会連合会長」が、準会員

の場合は「単位町内会長」が行うものとし、治ゆ後速やかに次の各号に掲げる書類を事故発生後  

１８０日以内に一般社団法人北海道町内会連合会に提出しなければならない。但し、通院５日以内

に治ゆした事故の場合は診断書（治ゆ証明書）等の提出は不要とする。   

（１）見舞金支給申請書（様式第５号） 

（２）事故報告書（様式第６号） 

（３）診断書（治ゆ証明書）等（様式第７号－１・２） 

（４）事故の証明に参考となるもの 

（５）その他必要な書類 

 

（見舞金の支給方法） 

第１３条  見舞金の支給が決定したときは、「見舞金決定通知書」（様式第８号）を送付し、その決定金額をあ

らかじめ指定された銀行等に振込むものとする。 

２  見舞金の支給を否決したときは、理由を付して、その旨文書で通知するものとする。 

（支給の確認） 

第１４条  見舞金を受取った申請者は、受給権者に速やかに支給し、「見舞金支給報告書」（様式第９号）を

北海道町内会連合会に送付しなければならない。 

（見舞金支給の制限） 

第１５条  見舞金は次の各号に該当する場合は支給しない。なお、すでに支給を受けたものについては、そ

の金額の返還を求めることがある。 

（１）事故が本人の故意または重大な過失によって生じたとき。 

（２）事故に虚偽の事実があったとき。 

（３）申請または受領に不正の事実があったとき。 

（４）事故が発生した日から１８０日を超えたとき。 

（５）医療費の自己負担がなかったとき。 

（６）交通事故は原則として対象としない。但し、次の場合を除く。 

  ・死亡見舞金Ａ 

  ・後遺障害見舞金 

  ・医療費の自己負担額がある場合 

（７）医学的他覚所見があるが、町内会活動との因果関係が不明なとき。 

   また、本人が頸部症候群や腰痛等の症状を訴えているが、それを裏付ける医学的他覚所見がなかっ

たとき。 
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（審査に対する意見の申立） 

第１６条  会員は、見舞金支給の決定に疑義が生じたときには、第１２条による申請代表者を通じて裁定後 

３０日以内に一般社団法人北海道町内会連合会に申立てをすることができる。 

 

第６章  財務および会計 

（会計年度） 

第１７条   この共済の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（経  費） 

第１８条  この共済の事業遂行に要する経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。 

（残余金の処理） 

第１９条  この共済は会計年度において残金のあるときは、見舞金支給準備金にあてるものとする。 

（一時借入金） 

第２０条  この共済を円滑に推進するために、一般社団法人北海道町内会連合会理事会の承認をうけて、

一時借入をすることができる。 

２  前項による一時借入は、年度内に償還するものとする。ただし、資金不足のため償還することができな

い金額に限り、一般社団法人北海道町内会連合会理事会の議を経て借り換えることができる。 

 

第７章  雑  則 

（規程の変更） 

第２１条  この共済規程を改廃しようとするときは、一般社団法人北海道町内会連合会会員総会の承認をう

けなければならない。 

 

第８章  補  則 

（委 任） 

第２２条  この共済規程の施行に関する必要な事項は、運営委員会において別に定める。 

 

附  則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


